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教育委員会第２回定例会記録 

 

◇開会年月日 令和７年２月２７日（木曜日）  午後 ４時００分開会 

       午後 ５時２３分閉会 

 

◇開催の場所 本庁舎４階 庁議室 

 

◇出席委員等  ５名 

教 育 長                宍 戸 健 悦 

委   員 （教育長職務代理者）     今 泉 良 正 

委   員                梶 谷 美智子 

委   員                大 和 千 恵 

委   員                依 田 晴 美 

 

◇出席職員  事務局長                  冨 澤 成 久 

事務局次長                 今 野 良 司 

事務局次長（教育・文化芸術振興担当）    工 藤 聖 子 

学力向上推進監               仲 上 浩 一 

       教育総務課長                赤 坂 将 人 

学校再編推進室長              星     憲 

学校教育課長                福 田 光 一 

学校安全推進課長              佐々木   伸 

学校管理課長                土 田 順 平 

生涯学習課長兼博物館長           高 橋 秀 和 

石巻中央公民館長              髙 橋 伸 明 

図書館長                  瀬 川 信 行 

 

◇書  記  教育総務課長補佐              成 澤 和 彦 

教育総務課総務係長             平 塚 悦 子 

教育総務課主事               遠 藤 真 美 
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◇付議事件 

一般事務報告 

・教育長報告 

                               

報告事項 

・報告第２号 専決処分の報告について                    

専決第１号 石巻市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例                     

専決第２号 令和７年度石巻市一般会計予算 

（教育委員会の事務に係る部分）       

専決第３号 特定事業の契約締結について 

（石巻市新学校給食センター整備運営事業）        

・報告第３号 専決処分の報告について 

専決第４号 令和６年度石巻市一般会計補正予算（第６号）         

（教育委員会の事務に係る部分）         

  

審議事項 

・第６号議案 石巻市多目的ふれあい交流施設管理規則の一部を改正する規則 

・第７号議案 石巻市スポーツ推進計画の改訂に対する教育委員会の意見について 

 

その他 
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午後 ４時００分開会 

 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまから令和７年第２回定例会を開会いたします。 

 本日の会議ですが、欠席委員はおりません。 

会議録署名委員の指名 

○宍戸健悦教育長 それでは、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は依田委員にお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

教育長報告 

○宍戸健悦教育長 それでは、本日の案件に入ります。 

本日の案件は、一般事務報告が１件、報告事項が２件、審議事項が２件、その他となってお

ります。 

それでは、一般事務報告に入ります。 

初めに、私から報告をいたします。 

委員の皆様には、先日行われました桃生地区３小学校の閉校式に御出席頂きありがとうござ

います。各小学校の子供たちは、閉校という現実をしっかりと受け止めて、寂しい気持ちと次

の学校に対する期待感を持って、式に臨んでいる様子が感じられ、緊張の中にも精一杯頑張ろ

うとする姿が見られ、地域の方々にとりましても感動と思い出に残る式典になったものという

ふうに思います。今後、年度末に向けて引っ越しの準備、作業等を行うことにしております。 

それでは今月の学校、幼稚園の状況ですが、コロナ及びインフルエンザの感染状況につきま

しては、１月は多かったものの、２月に入り終息し、学級閉鎖はありませんでした。しかし、

市全体ではインフルエンザが３５人、コロナウイルスが７８人と発症している児童生徒はおり

ますので、コロナ、インフルエンザともに社会的に流行が継続している状況であり、感染拡大

防止に向け、引き続き感染対策を継続するよう指導してまいります。 

卒業式関係につきましては、学校ごとに感染防止策を工夫し、計画どおり実施する予定で進

めております。桜坂高校は３月１日、中学校は主に６日から８日、小学校は主に１９日に予定

しております。皆様にもそれぞれ御出席頂く予定となっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

次に市議会第１回定例会は予定どおり始まっており、３月１９日までの会期予定でありま

す。この後、専決処分の報告で詳しく報告をいたします。なお、審議経過は、来月以降の定例

会で報告したいと思っております。 

これで私からの報告を終わります。 

何か御質問ございませんか。 

  （「なし」との声あり。） 

報告第２号 専決処分の報告について                    

専決第１号 石巻市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例 

なければ次に、報告事項に入ります。 

報告第２号「専決処分の報告について」専決第１号「石巻市心身障害児就学指導委員会条例
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の一部を改正する条例」についての報告を受けたいと思います。 

学校教育課長から説明をお願いします。 

○福田光一学校教育課長 それでは、報告第２号「専決処分の報告について」のうち専決第

１号「石巻市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げ

ます。 

本報告につきましては、令和７年石巻市議会第１回定例会に提案するため、石巻市長から教

育委員会に本案に対する意見を求められましたが、教育委員会を開催する時間的余裕がありま

せんでしたので、教育委員会教育長事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により、２月

１０日付けで異議のない旨、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するも

のです。 

本案は、平成２５年１０月４日の文科省通知、障害のある児童生徒等に対する早期からの一

貫した支援についての中で、障害のある児童生徒等に対する支援は、教育相談、支援や就学先

決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、教育支援委

員会といった名称とすることが適当である旨の通知内容であり、石巻市心身障害児指導委員会

の名称を石巻市就学支援委員会に変更するものであります。 

それでは内容について、条文に従いまして、御説明申し上げますので、表紙番号２、令和７

年石巻市教育委員会第２回定例会条例等新旧対照表の１ページを御覧願います。 

初めに、本条例の題名についてでありますが、国の方針に準じた就学指導委員会の名称変更

により、石巻市就学支援委員会条例に改めるものであります。 

次に、第１条についてでありますが、名称変更に伴う文言整理を行うものであります。 

次に、附則でありますが、附則第１項は本条例の施行期日を令和７年４月１日とするもので

あります。附則第２項は、石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正を行い、別表中、名称変更に伴う文言整理を行うものであります。 

以上で報告を終わります。 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまの報告について、何か御質問ございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

報告第２号 専決処分の報告について                    

専決第２号 令和７年度石巻市一般会計予算 

（教育委員会の事務に係る部分） 

○宍戸健悦教育長 なければ次に、報告第２号「専決処分の報告について」のうち専決第２

号「令和７年度石巻市一般会計予算（教育委員会の事務に係る部分）」について報告を受けた

いと思います。 

教育総務課長から説明をお願いします。 

○赤坂将人教育総務課長 それでは、報告第２号「専決処分の報告について」のうち専決第２

号「令和７年度石巻市一般会計予算（教育委員会の事務に係る部分）」について御説明申し上げ

ます。 

本報告につきましては、令和７年石巻市議会第１回定例会に提案するため、石巻市長から教

育委員会に、本案に対する意見を求められましたが、教育委員会を開催する時間的余裕がなく、
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教育委員会教育長事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により、２月１０日付けで、異

議ない旨の専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により、報告するものです。 

それでは、別冊１の１ページから３ページを御覧願います。 

予算規模につきましては、令和７年度石巻市一般会計予算の総額が、７６７億２千万円とな

っており、そのうち、１０款教育費に係る予算は、９６億４，３０１万３千円となっておりま

す。なお、１０款には教育委員会の事務に係る予算のほか、人事課の所管する人件費及びスポ

ーツ振興課が所管するスポーツに関する予算が含まれており、それらを除く教育委員会の事務

に係る予算は７４億６，５７６万９千円となっております。 

それでは、初めに、歳出から説明させていただきます。なお、説明に関しましては、教育委

員会の事務に係る部分についてのみ、説明させていただきますのでご了承願います。歳入、歳

出総括及び歳入歳出の事項別明細につきましては、１０款全体予算を記載した資料となってお

りますのでご了承ください。 

それでは、各項ごとに本年度予算額及び前年度予算額の比較増減を説明した後、各項におけ

る特筆すべき事業についてのみ、説明をさせていただきます。 

２ページを御覧ください。「１０款教育費１項教育総務費」は、本年度予算額１４億６，２７

６万７千円となっております。前年比較１億７，６３３万２千円の増額となっております。主

な事業の内容としましては、４６ページ、１０款教育費１項教育総務費３目教育指導奨励費説

明欄２の「学力向上推進事業費」に、市立小中学校における児童生徒の学力向上に向けた取組

みに要する経費として、全学年を対象とした学力調査業務委託料など２，７４７万５千円を、

５５ページ、説明欄２２の「学びサポートセンター事業費」に学びサポートセンター（コイル）

における不登校児童生徒の支援に要する経費として、３，８７１万７千円を計上しております。 

２ページへお戻りください。「１０款教育費２項小学校費」は、予算額１５億８８９万４千円

となっております。前年比較８億４，３４７万２千円の減額となっております。主な事業の内

容としましては、６０ページ、１０款教育費２項小学校費１目学校管理費説明欄７の「小学校

施設維持整備費」に、小学校施設の維持整備に要する経費として、１億４，６４４万１千円を

計上しております。また、新規事業として６２ページ、３目学校建設費の説明欄１の「開北小

学校校舎改修事業費」に開北小学校校舎の改修に要する地質調査業務及び建物等調査業務委託

料として９６０万円を計上しております。 

２ページにお戻りください。「１０款教育費３項中学校費」に、予算額２４億７，７９４万９

千円を計上しております。前年比較９億８，５１７万６千円の増額となっております。主な事

業の内容としましては、６６ページ、１０款教育費３項中学校費１目学校管理費説明欄６の「中

学校施設維持整備費」に各中学校施設の維持整備などに要する経費として、８，６１７万円を

計上しております。また、説明欄８の「部活動指導員配置支援事業費」に、中学校部活動指導

員の配置支援に要する経費として、５０５万４千円を計上しております。６８ページ、３目学

校建設費説明欄１の「蛇田中学校校舎改修事業費」に、仮設校舎借上料など蛇田中学校改修に

要する経費として１６億４，７５８万６千円を計上しております。 

２ページへお戻りください。「１０款教育費４項高等学校費」に、予算額４億５，８６６万円

を計上しております。前年比較１，６７６万３千円の増額となっております。主な事業の内容



- 6 - 

 

としましては、７２ページ、１０款教育費４項高等学校費１目学校管理費説明欄７の「魅力あ

る学校づくり事業費」に３７７万１千円を計上しております。 

２ページへお戻りください。「１０款教育費５項幼稚園費」に、予算額４億４，９４５万２千

円を計上しております。前年比較８，８８４万５千円の減額となっております。主な事業の内

容としましては、７８ページ、１０款教育費５項幼稚園費１目幼稚園費説明欄６の「幼稚園施

設維持整備費」に２２５万４千円を、説明欄７の「私立幼稚園施設等利用支援事業費」に１億

７，０９３万８千円を計上しております。 

２ページへお戻りください。「１０款教育費６項社会教育費」は、予算額１３億４，３５８万

円を計上しています。前年比較５，１９７万３千円の増額となっております。主な事業の内容

としましては、８２ページ、１０款教育費６項社会教育費１目社会教育総務費説明欄７の「文

化芸術振興費」に、芸術文化の振興に要する経費として、１，１５８万９千円を計上しており

ます。また、８６ページ、２目文化財保護費の説明欄５の「齋藤氏庭園整備事業費」に齋藤氏

庭園の耐震診断委託料や上下水道整備工事に要する経費として、１，０９４万７千円を計上し

ております。また、説明欄６の「みちのくＧＯＬＤ浪漫普及啓発推進事業費」に、日本遺産「み

ちのくＧＯＬＤ浪漫」の普及啓発推進に要する経費として、７５万６千円を計上しております。 

２ページへお戻りください。「１０款教育費７項保健体育費」に、予算額１９億４，１７１万

１千円を計上しております。前年比較１，１２４万７千円の増額となっております。主な事業

の内容としましては、１０２ページ、１０款教育費７項保健体育費３目学校給食費説明欄１の

「学校給食センター運営費」に、副食物の搬送業務委託料や調理等業務委託料など学校給食セ

ンターの管理運営に要する経費として、６億２，２４７万円を計上しております。同じく、１

０５ページの説明欄３の「賄材料費（物価高騰対策分）」に、賄材料の物価高騰対策に要する経

費として、７，３６４万円を、４目学校給食センター建設費説明欄１の「学校給食センター建

設事業費」にＰＦＩモニタリング支援業務委託料として、８５３万８千円を計上しております。 

次に、歳入について、御説明申し上げますので、１ページにお戻り願います。 

初めに、「１２款分担金及び負担金」は、８６５万２千円となっております。内容としまして

は、４ページ、「１項負担金６目教育費負担金１節教育総務費負担金説明欄１特別支援教育共同

実習所運営費他市町負担金」及び「２節社会教育費負担金説明欄１視聴覚センター運営費他市

町負担金」が計上されています。 

１ページにお戻り願います。次に、「１３款使用料及び手数料」は、５，２６７万７千円とな

っております。主なものとしては、６ページ、「１項使用料７目教育使用料１節高等学校使用料

説明欄１の高等学校授業料」、１２ページ、「２項手数料５目教育手数料１節高等学校手数料の

説明欄１の入学者選抜手数料」等が計上されております。 

１ページにお戻り願います。次に、「１４款国庫支出金」は、７億１，５１２万５千円となっ

ております。主なものとして、１６ページ「２項国庫補助金７目教育費国庫補助金１節教育総

務費補助金説明欄１のデジタル基盤改革支援補助金（就学システム標準化対応分）」、「３節中学

校費補助金説明欄８の学校施設環境改善交付金（中学校施設長寿命化改良事業）１／３」、１９

ページ、「７節保健体育費補助金説明欄１の地方創生臨時交付金（賄材料費呼応等対策事業）」

等が計上されております。 
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１ページにお戻り願います。次に、「１５款県支出金」は、３億５８０万３千円となっており

ます。主なものとして、２２ページ「２項県補助金８目教育費県補助金１節教育総務費補助金

説明欄３教育支援体制整備事業費補助金」等が計上されております。 

１ページにお戻り願います。次に、「１６款財産収入」は、９３６万４千円となっております。

主なものとして、２８ページ、「１項財産運用収入２目利子及び配当金２節利子及び配当金説明

欄１６の奨学資金基金収入」、説明欄１７の㈱山大教職員等研修基金収入が計上されておりま

す。 

１ページにお戻り願います。 

次に、「１８款 繰入金」は、５億１，８９６万２千円となっております。 

次に、「２０款 諸収入」は、６億３，７４３万４千円となっております。 

次に、「２１款 市債」は、１０億９，１６０万円となっております。 

次に、「税等一般財源」については、６３億３３９万６千円となっております。 

最後に、債務負担行為について御説明申し上げますので、１０６ページから１１１ページを

御覧願います。債務負担行為につきましては、「就学ユニットシステム構築及び保守業務」など、

翌年度以降にわたる業務や借上料等の３２件です。 

以上で、報告を終わります。 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまの報告について、御質問ございませんか。 

今泉委員。 

○今泉良正委員 ページ２の歳出の小学校費が前年より大幅に減額していますが、その要因

は何なのか教えていただきたいです。 

○赤坂将人教育総務課長 小学校費の主な減少要因といたしましては、小学校の校舎、プー

ル等の改修業務が去年と比べると大きく減額しているというところが大きい要因になります。 

○宍戸健悦教育長 事務局長。 

○冨澤成久事務局長 具体的な事業といたしましては、前谷地小学校の屋内運動場や水泳プ

ールの改築、建て替えの事業が令和６年度で終了となりまして、比較すると大幅に減額になっ

たということです。 

○今泉良正委員 ９３ページの６項６目の生涯学習推進計画策定業務委託料ですが、これは

第２次の計画がもうすぐ終わるので、第３次の策定で委託するということでよろしいですか。 

○宍戸健悦教育長 生涯学習課長補佐。 

○菊地陽介生涯学習課長補佐 第２次生涯学習推進計画が令和８年度までの計画になってい

ますが、計画期間を１年前倒して、第３次生涯学習計画を策定する際、業務の取りまとめ等の

業務委託料になっています。当然、策定した素案等は社会教育委員会議や教育委員会にもかけ

て策定していくという流れになります。 

○今泉良正委員 分かりました。では、庁舎内の体制をつくるということではないのでしょ

うか。 

○宍戸健悦教育長 生涯学習課長補佐。 

○菊地陽介生涯学習課長補佐 改めて庁内組織をつくるという位置づけではございません。 

○今泉良正委員 要望なのですが、生涯学習推進計画は１０年の計画かと思いますが、他の
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市町村でも１０年だったり５年だったりしますが、今は変化が大きな時代になっているので、

１０年というのは、きついのかなと思っています。ですので、そこも検討していただければと

思います。 

次に、前回の取組として石巻に仮称の地域づくり学習センターというのがあったのですが、

なかなか進んでないようです。これについて今後どうなるのかということを教えていただきた

いです。 

最後に、昨年、中央教育審議会に対して社会教育に関する大々的な諮問が出され、もうすぐ

答申が出るだろうと思っています。ぜひ、答申が出たらその内容も盛り込んだものにしていた

だきたいと思います。 

○宍戸健悦教育長 生涯学習課長補佐。 

○菊地陽介生涯学習課長補佐 １点目の計画期間についてですが、第３次計画期間は令和９

年度から令和１８年度の１０年間と考えていますが、石巻市の教育振興基本計画が令和９年度

から令和１３年度まで策定されるということもありますので、計画期間は一旦１０年とします

が、例えば、終期を途中で１３年度に見直すなどして対応したいと思っています。 

次に、２点目の地域づくり学習センターについてですが、第２次計画に設置というような文

言になっていたので受け取られ方が難しいところもありましたが、機能の部分を位置付けると

いうことで進めてきました。昨年度、公民館でも機構改革等を行いまして、その中で地域の

方々が集まりやすいということのセンター機能として位置付けています。同じように第３次計

画でも継続していきたいと思っています。 

次に、３点目の答申の反映についてですが、おっしゃられたとおり、文言を盛り込みたいと

思っていますのでよろしくお願いいたします。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

梶谷委員。 

○梶谷美智子委員 何点か、確認させていただきたいと思います。 

１点目は、６３ページの開北小学校校舎改修事業費についてです。令和７年度については委

託料がこのくらいかかるというふうな説明でした。それでどういった部分の改修になるのかを

教えていただきたいと思います。 

２点目は、１０５ページの学校給食費徴収システム構築及び保守業務委託料についてです。

今年の４月から給食費の公会計化ということで、準備を進められていると思いますが、問題な

く４月からスタートできるように準備はしているのでしょうか。 

３点目は、同じページの全国オーガニック給食協議会負担金についてです。これはどういっ

た費用なのか教えていただきたいです。いずれ石巻市の学校給食でもオーガニック給食を取り

入れていく考えがあるのでしょうか。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 まず１点目の開北小学校の改修事業費についてですが、具体的な

改修の内容等はこれからになりますが、概要を申し上げたいと思います。計画としては、長寿

命化改良事業というような形で進めようと考えており、例えば屋上の防水工事、外壁や建具、

窓サッシの改修工事、給食で使用しているエレベーターの改築といったものは計画上にありま
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すけれども、詳細についてはこれからという状況です。 

続いて、２点目の学校給食費の徴収管理事業費についてですが、今年の４月１日からという

形で進めているところです。学校を経由して、保護者さんから学校給食費の申込書と銀行の引

き落とし口座を提出していただいております。件数ですと８０００件から９０００件あり、学

校の先生分もございますので、それも含めると約１万件弱ぐらいの件数について、銀行の口座

が間違っていないかというのをチェックしています。最終的には６月の下旬頃に、給食費の通

知書をお送りする計画になっています。４月１日に向けてスムーズに移行できるようにしてい

きたいと考えております。 

続いて３点目は、オーガニック給食についてです。オーガニック給食を供給するということ

になりますと、ある程度安定した供給をしていかなければなりませんが、有機農業をしている

農家も少なく、一般的にオーガニック給食は割高になってきます。ただ、産業部でも、有機農

業の栽培についていろんな動きが始まっていくものと考えておりますので、当面の間は、オー

ガニック給食協議会で委員同士の交流を通じ、いろいろと検討する場として参加していくとい

う状況です。 

○梶谷美智子委員 ４月に向けて確認などの作業が大変かと思いますが、それは役所で行っ

ていくのでしょうか、それとも委託して行っていくのでしょうか。それから、口座から引き落

としになるのは、６月頃ということでよろしいでしょうか。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 データの入力作業等については、会計年度任用職員を１人採用し

ています。あとは学校管理課の給食係の職員で対応しております。引き落としについては、６

月の下旬を予定していますので、その目標に向かって頑張っているところです。 

○梶谷美智子委員 大変な作業だと思いますが、よろしくお願いします。 

それから、オーガニック給食については、課長さんの説明大変よく分かりました。オーガニ

ックもメリットとデメリットがあるようで、課長さんがおっしゃったように、そもそも有機農

業をやっている人が少ない。そういった中で安定的な供給という部分では、まだまだ課題があ

るかと思いますけれども、協議会の中に入って、石巻市も勉強していくということで、いい方

向にあるのかなと思いました。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

大和委員。 

○大和千恵委員 今の給食費のお話の中で、６月下旬が１回目の引き落としになるというこ

とですが、４月５月６月の３か月分が１回目の引き落としになるという形でよろしいでしょう

か。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 学校給食費の納期については１０期に分けてお支払いをしていた

だくことになっておりまして、４、５月の２か月分については、６月にまとめてという形にな

ります。 

○大和千恵委員 私も昨年、口座の記入をさせて提出させていただきましたが、保護者の

方々が書いたのも結構前になるので、引き落とされない等の問題も出てくるのかなと思いま
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す。保護者側もきちんと準備ができるように、お知らせを丁寧に分かりやすくしていただけれ

ばと思います。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 確かに１２月末頃に提出をしていただいておりますので、改めて

学校を経由して、お知らせの文書を送付する予定です。なお、石巻市の公式ＬＩＮＥで通知す

るという機能もあるので、できる限り保護者さんに通知が行き届くようにやっていきたいと考

えております。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

事務局長。 

○冨澤成久事務局長 先ほど、小学校費の増減理由について、答弁申し上げたところです

が、修正をさせていただきたいと思います。 

須江小学校の屋内運動場及びプールが完了したことに伴う減というのは、そのとおりです

が、前谷地小学校については、６年度でつくる予定だったのが、令和７年５月まで繰越しをす

る予定となっております。 

前谷地小学校の屋内運動場の改築工事を７年度８年度と２か年にわたって実施する予定です

けれども、文部科学省のほうから補助金の内示が来てから、予算化する予定としております。

現時点では補助内示を得ておりませんので、当初予算には計上せず、文科省の補助内示を得て

から補正予算対応することになります。今のところの見通しでは７年度分の事業費として、補

正予算で２億３０００万円ほど増額補正をする予定としております。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

報告第２号 専決処分の報告について                    

専決第３号 特定事業の契約締結について 

（石巻市新学校給食センター整備運営事業） 

○宍戸健悦教育長 それでは、報告第２号「専決処分の報告について」の専決第３号「特定事

業の契約締結について（石巻市新学校給食センター整備運営事業）」について報告を受けたいと

思います。 

学校管理課長から説明をお願いします。 

○土田順平学校管理課長 報告第２号「専決処分の報告について」のうち専決第３号「特定事

業の契約締結について（石巻市新学校給食センター整備運営事業）」について、御説明を申し上

げます。 

本報告につきましては、令和７年石巻市市議会第１回定例会に提案するため、石巻市長から

教育委員会に本案に対する意見を求められましたが、教育委員会を開催する時間的余裕がなく、

教育委員会教育長事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により、２月１０日付けで、異

議のない旨、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により、報告するものです。 

それでは、表紙番号１の６ページを御覧願います。 

本案につきましては、石巻市新学校給食センター整備運営事業に係る、事業契約を締結する

ことについて、民間資金等の活用による、公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆる
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ＰＦＩ法との第１２条の規定に基づきまして議決を求めようとするものです。 

新学校給食センターの整備運営事業につきましては、老朽化が進行する、住吉、河北、河南

の学校給食センターを統廃合し、新たな学校給食センターをＰＦＩ方式により、整備するもの

でございまして、総合評価一般競争入札の結果、ジーエスエフグループを落札者と決定をしま

して、当該、落札者が本事業を実施するために設立した特別目的会社である株式会社石巻スク

ールランチパートナーズと事業契約を締結するものであります。 

事業の概要といたしましては、新学校給食センターの施設整備、開業準備、維持管理及び運

営を一括的に行うものでございまして、契約金額は８５億５６１万９２４５円に、金利変動、

物価変動等に伴う増減額を加算した額です。 

また、事業期間につきましては、事業契約締結日から令和２４年３月３１日までとするもの

です。 

以上で報告を終わります。 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまの説明に対して御質問等ございませんか。 

大和委員。 

○大和千恵委員 契約する新しい会社は今まで給食に携わってきた会社なのか、新しい会社な

のか教えていただければと思います。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 今回、契約の相手先は、スクールランチパートナーズという会社で、

今年の１月になって新しくできた会社なのですが、この代表企業がジーエスエフグループとい

う企業です。 

このジーエスエフグループを構成している企業がございまして、例えば設計は、株式会社梓

設計東北事務所、建設会社は、三井住友建設株式会社東北支店、維持管理業務は、日本調理機、

運営調理業務は、ジーエスエフが入っています。このジーエスエフという会社は、元々グリー

ンハウスという会社でして、お隣の東松島市の給食センターについてもＰＦＩで整備しており

ます。運営調理業務を運営していたグリーンハウスという会社から給食に特化し分離した会社

がこのジーエスエフで、日本国内の給食センターを担う業者の大手企業と言われる中の一つで

す。なので、給食の調理業務について十分に実績がありますので、特に不安な部分はないと考

えているところです。 

あとは建設工事管理維持管理につきましても、公共施設の３０００平米以上の建設した実績

のある企業で、初めて手がけるというところではないです。 

○大和千恵委員 子供たちが毎日食べるものなので、調理業者が変わっても、栄養がちゃんと

とれるような給食が提供されるといいなと思うので、よろしくお願いいたします。 

○宍戸健悦教育長 学校管理課長。 

○土田順平学校管理課長 栄養価については、現在もですが、栄養価や献立のメニューを考え

ているのは、栄養士さんです。新しい給食センターについても同じように、栄養士さんがメニ

ューや献立をつくるので、そこは今までどおりとなります。 

○宍戸健悦教育長 なお、栄養士さんは、県費負担職員で各学校に配置されて、給食センター

と兼務で入っている栄養教諭さんもいるので、学校と連携しながら、子供たちの給食を担って
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いくということは変わりないということです。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

報告第３号 専決処分の報告について                    

専決第４号 令和６年度石巻市一般会計補正予算（第６号）         

（教育委員会の事務に係る部分） 

○宍戸健悦教育長 それでは、報告第３号「専決処分の報告について」専決第４号「令和６年

度石巻市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会の事務に係る部分）」について、報告を受け

たいと思います。 

教育総務課長から説明をお願いします。 

○赤坂将人教育総務課長 それでは、報告第３号「専決処分の報告について」専決第４号「令

和６年度石巻市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会の事務に係る部分）」について、御説

明申し上げます。 

本報告につきましては、令和７年石巻市議会第１回定例会に提案するため、石巻市長から教

育委員会に、本案に対する意見を求められましたが、教育委員会を開催する時間的余裕がなく、

教育委員会教育長事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により、２月１７日付けで、異

議のない旨専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により、報告するものです。 

それでは、別冊２の１ページから３ページを御覧願います。 

なお、令和７年度当初予算の説明と同様に、１０款には教育委員会の事務に係る予算のほか、

人事課の所管する人件費及び、スポーツ振興課が所管するスポーツに関する予算が含まれてお

りますが、説明に関しては教育委員会の事務に係る部分についてのみ、ご説明させていただき

ますのでご了承願います。 

歳入歳出予算ともに、補正前の額から、３億６，２７６万１千円を減額し、歳入歳出総額は

９３億９，９５６万５千円となっております。このうち、人事課の所管する人件費及び、スポ

ーツ振興課が所管するスポーツに関する予算を除いた教育委員会の事務に係る予算としまして

は、歳入歳出予算ともに、補正前の額から、３億６，２７６万１千円を減額し、歳入歳出総額

７０億７，４４０万２千円となっております。 

初めに、歳出から御説明申し上げます。 

２ページをお開き願います。「１０款教育費１項教育総務費」で、６，０１７万５千円を減額

しております。主なものとしましては、２８ページ、「１０款１項３目教育指導奨励費」の「説

明欄２奨学資金費」で、１，０２６万円の減となっておりますが、これは主に、奨学金の貸与

実績に基づき、貸付金を減額するものです。 

２ページにお戻り願います。次に、「１０款２項小学校費」で１億４，１３５万５千円を減額

しております。主なものとしましては、３１ページ、「１０款２項３目学校建設費」の「説明欄

１前谷地小学校屋内運動場改築事業費」で、２，１３９万３千円の減、３５ページ「説明欄２

須江小学校屋内運動場改築事業費」で６，８１９万６千円の減、「説明欄３須江小学校水泳プー

ル改築事業費」で２，５３８万７千円の減となっておりますが、これらは、事業費の確定に伴

い、不用額を整理したものです。 
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２ページにお戻り願います。次に、「１０款３項中学校費」で６，１５９万５千円を減額して

おります。主なものとしましては、３６ページ、「１０款３項３目学校建設費」の「説明欄１蛇

田中学校校舎改修事業費」で３，８９３万円の減、「説明欄２青葉中学校大規模改造事業費」で

４５１万５千円の減となっておりますが、これらは事業の確定に伴い不用額を整理したもので

す。 

２ページにお戻り願います。次に、「１０款４項高等学校費」で９４９万２千円を減額してお

ります。主なものとしましては、３８ページ、「１０款４項１目学校管理費」の「説明欄２高等

学校管理費（学校教育課）」で９４９万２千円の減となっておりますが、これは臨時的任用職員

に係る経費について不用額を整理したものです。 

２ページにお戻り願います。次に、「１０款５項幼稚園費」で６，６２４万９千円を減額して

おります。主なものとしましては、４０ページ、「１０款５項１目幼稚園費説明欄２私立幼稚園

施設等利用支援事業費」で４，１５０万円を減額しておりますが、これは事業の執行見込みに

基づき、不用額を整理したものです。 

２ページにお戻り願います。次に、「１０款６項社会教育費」で２，３８９万５千円を減額計

上しております。主なものとしましては、４２ページ、「１０款６項２目文化財保護費」の「説

明欄１文化財保護管理費」で１３０万円の減、「説明欄２埋蔵文化財発掘調査事業費」で３４９

万８千円の減となっておりますが、これらは、事業費の確定に伴い不用額を整理したものです。 

２ページにお戻り願います。次に「１０款教育費７項保健体育費」については財源振替のみ

となっております。 

次に歳入についてご説明いたします。歳入つきましても、そのほとんどが事業費の確定に伴

う国県支出金の決定など、歳出予算と連動して予算を整理したものでありますことから、主な

事項についてのみ、御説明申し上げます。 

１ページにお戻り願います。「１３款使用料及び手数料」について、５７７万円を減額してお

りますが、これは４ページ、「１３款１項８目教育使用料」の「説明欄１市立高等学校授業料」

および６ページ、「１３款２項５目教育手数料」の「説明欄１入学金」について、額の確定に伴

い予算整理したものです。 

１ページにお戻り願います。次に「１４款国庫支出金」について、１７９万４千円を減額計

上しておりますが、これは各事業費の確定により国庫負担金及び国庫補助金を整理したもので

す。 

次に「１５款県支出金」について、２，３３７万３千円を減額計上しておりますが、これは、

各事業費の確定により県負担金、県補助金及び県委託金について整理したものです。 

次に「１７款寄附金」について、１４７万６千円を増額計上しております。 

これは、２０ページ、「１７款１項寄附金５目教育費寄附金１節小学校費寄附金」及び「２節中

学校費寄附金」に学校図書整備事業費として１３７万６千円が、一般教材費の寄付金として、

１０万円の寄付がございました。 

１ページにお戻りください。次に「１８款繰入金」について、１，５４５万３千円を減額計

上しております。これは、それぞれの事業実績に基づき、基金繰入金額が確定したため整理し

たものです。 



- 14 - 

 

次に「２１款市債」について、５億２，６１０万円を減額計上しております。 

続いて、繰越明許費について御説明申し上げますので、４６ページを御覧願います。「前谷地

小学校屋内運動場改築事業」、「旧ハリストス正教会教会堂整備事業」につきましては、事業実

施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しするものです。 

以上で報告を終わります。 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまの報告について、何か御質問ございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

第６号議案 石巻市多目的ふれあい交流施設管理規則の一部を改正する規則  

○宍戸健悦教育長 なければ次に審議事項に入ります。 

第６号議案「石巻市多目的ふれあい交流施設管理規則の一部を改正する規則」を議題といた

します。 

生涯学習課長補佐から説明お願いします。 

○菊地陽介生涯学習課長補佐 ただいま上程されました、第６号議案「石巻市多目的ふれあい

交流施設管理規則の一部を改正する規則」について御説明申し上げますので、表紙番号１の１

１ページを御覧願います。 

本案につきまして、石巻市多目的ふれあい交流施設の貸切り使用の許可申請について、類似

施設である石巻市河北総合センターと一部取扱いが異なることから、整合性を図り、利用者の

利便性を高めようとするものです。 

新旧対照表で御説明申し上げますので、表紙番号２の２ページを御覧願います。石巻市多目

的ふれあい交流施設の貸切り使用の許可申請について、アリーナ及びその他の施設は使用日の

３か月前から申請可能と規定しておりますが、石巻市河北総合センターにつきましては、アリ

ーナについて使用日の１年前から、その他の施設は使用日の６か月前から、申請できるものと

規定をしておりますことから、整合性を図ること、さらには、利用者の使用当日までの期間を

長く確保することにより準備期間等にも余裕が生まれ、利便性も高まることから改正するもの

です。 

なお、本改正につきましては、今後新たな指定管理者が利便性向上のため、マルホンまきあ

ーとテラス、多目的ふれあい交流施設、河北総合センターの３施設について、統一的なオンラ

イン予約システムを今後、導入予定であることから、その準備行為という意味合いもあります。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○宍戸健悦教育長 今の説明に対して御質問等ございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

○宍戸健悦教育長 それではないようでしたら、第６号議案「石巻市多目的ふれあい交流施設

管理規則の一部を改正する規則」は原案のとおり決することとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり。） 

○宍戸健悦教育長 では、異議がありませんので、第６号議案については原案のとおり可決い

たします。 

第７号議案 石巻市スポーツ推進計画の改訂に対する教育委員会の意見について 

○宍戸健悦教育長 第７号議案「石巻市スポーツ推進計画の改訂に対する教育委員会の意見
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について」を議題といたします。 

教育総務課長から説明をお願いします。 

○赤坂将人教育総務課長 それではただいま上程されました第７号議案石巻市スポーツ推進

計画の改訂に対する教育委員会の意見について御説明申し上げます。 

表紙番号１、１２ページ及び１３ページを御覧願います。本案は、令和７年１月２２日付で

石巻市長から石巻市スポーツ推進計画の改訂について、スポーツ基本法第１０条第２項の規定

に基づき、教育委員会の意見を求められたことから、令和７年１月２８日に開催いたしまし

た、令和７年石巻市教育委員会第１回定例会におきまして、市民生活部スポーツ振興課から説

明がありました石巻市スポーツ推進計画案について、各委員から御意見を頂いて、その旨、計

画に反映していただきたいと答弁がありました。教育委員会の意見といたしましては、計画内

容について、おおむね適正なものであると回答するため、石巻市教育委員会教育長事務委任等

に関する規則第２条第１７号の規定により、議決を求めるものです。 

よろしく御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○宍戸健悦教育長 それでは、ただいまの説明に対して何か御質問等ございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

○宍戸健悦教育長 ないようでしたら、第７号議案「石巻市スポーツ推進計画の改訂に対す

る教育委員会の意見について」は、原案のとおり決することとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり。） 

○宍戸健悦教育長 では、異議がありませんので、第７号議案については原案のとおり可決い

たします。 

その他 

○宍戸健悦教育長 審議事項を終了し、その他に入ります。 

それでは各委員の皆さんから何かございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

○宍戸健悦教育長 それでは、各課長の皆さんから何かございませんか。 

学校教育課長。 

○福田光一学校教育課長 教育委員会関連主な情報一覧の１番を御覧下さい。 

石巻地区公立幼稚園こども園研究発表会が１月１７日に行われました。幼稚園こども園の他

に北上中学校、北上小学校、公立保育所からも先生方が参加し、総勢約５０人で研究発表会が

行われました。大変有意義な時間だったと思います。 

○宍戸健悦教育長 学校安全推進課長。 

○佐々木伸学校安全推進課長 同じ資料の２番を御覧下さい。令和７年１月２２日に復興・

防災マップコンクールの表彰式を行いました。小中学校２２校から計５７作品の応募があり、

最高賞の市長賞には、北上小学校４年生の作品が選ばれております。 

この資料にはないのですが、一般社団法人日本損害保険協会が主催する全国のマップコンク

ールにおいて、大街道小学校の作品が文部科学大臣賞を受賞しております。 

続いて、６番目の石巻市学校防災推進会議について２月７日に開催しております。令和６年

度第３回目になりますが、防災教育、防災研修、防災管理の３分野に分かれたワーキンググル
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ープの代表教員が、本年度の事業についてそれぞれ報告を行っております。 

○宍戸健悦教育長 副博物館長。 

○牧野輝義博物館副館長 同じ資料の３番目、石巻市博物館第１０回企画展「みちのくの金

と金華山」の開場式を令和７年１月２５日土曜日に行いました。内容につきましては、令和４

年７月に日本遺産に追加登録されました金華山を皆さんにお伝えしたいということと、これら

に関する歴史の部分をひもときながら、展示をさせていただいております。 

追加で３枚ほどチラシを配布させていただきました。まず、「みちのくの金と金華山」の裏

面を御覧ください。左の下のほうに関連企画がありまして、「博物館学芸員が語る“みちのく

の金と金華山”」が３月１日土曜日に博物館を会場に行いたいと考えております。この企画展

を展示した学芸員が解説しますので、見に来ていただけるとありがたいと思っております。そ

れから同じく３月１日の午前中だけですけど、砂金取り体験を開催しております。前回、２月

９日に開催した時は２８名の方が参加して、子供さんを中心に大いに楽しんでいただきまし

た。特に１人で８回もやったお子さんもいらっしゃるほど楽しかったということでしたので、

あとは３月１日９日と２回ありますので、ぜひＰＲ方よろしくお願いしたいと思います。 

２枚目は、当博物館のサテライト展示室である旧観慶丸商店で、浅井元義スケッチ展を行っ

ています。今回は石巻市を離れて、北上川の源流までスケッチした絵を展示しております。今

回は、石巻埠頭サイロ株式会社さんの全面協力を頂きまして、石巻から源流である岩手県の盛

岡周辺までの絵画を展示しております。こちらは３月２４日までになっております。 

最後にもう１枚、第４回布施辰治特集展です。布施辰治と人道主義ということで、石巻出身

の人権派弁護士の活動指針である人道主義にスポットを当てて、特集展示を開催しておりま

す。こちらは３月の３０日午後２時からギャラリートークの中で、特に布施辰治に関すること

を解説したいと考えております。こちらは、常設展示の観覧料をお支払い頂くという形になり

ます。 

○宍戸健悦教育長 生涯学習課課長補佐。 

○菊地陽介生涯学習課長補佐 同じく情報一覧２ページ目の４です。第７１回文化財防火デ

ー防火訓練ということで、令和７年１月２６日日曜日に北上にあります白嶋山で実施いたしま

した。重要物品を運び出して水により消火の訓練等々を実施するということの訓練です。 

続きまして３ページの５番です。令和６年度地域文化功労者表彰といたしまして、令和７年

１月２９日に市長室で報告をさせていただきました。功績をたたえて文部科学大臣が表彰して

おりまして、１１月２０日水曜日に京都府立の府民ホールで令和６年度地域文化功労者表彰式

が行われ、皿貝法印神楽保存会が今回表彰されたということで市長に報告をさせていただきま

した。 

○宍戸健悦教育長 学校再編推進室長。 

○星憲学校再編推進室長 先日桃生地区３小学校の閉校式に御参列ありがとうございまし

た。 

皆様、新聞報道などにより、既に御存じのこととは思いますが、１月３０日に桃生地区地域

まちづくり委員会より、桃生地域の小中一貫教育の導入を求める要望書が提出されましたの

で、御報告させていただきます。 
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皆様の御手元には提出されました要望書の写しを配付させていただいております。要望内容

といたしましては、桃生地域に小中一貫教育校を早期に導入すること、場所は現桃生中学校の

位置とし、既存施設を活用しながらも積極的に新たな建物を建築してほしいというものであり

ました。 

桃生地域への小中一貫教育の導入につきましては、令和５年４月に提出のありました桃生地

区３小学校統合に係る３小学校ＰＴＡ会長連名によります要望書におきましても、要望されて

いたところでありまして、事務局といたしましても、導入に係る検討を進めてきたところであ

り、桃生地域への小中一貫教育の導入につきましては、改めて、皆様に御審議頂きたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○宍戸健悦教育長 ただいま桃生地区の小中一貫教育の要望に関しましては、現在、こちら

の庁内のほうで、この要望を受けて今検討しているというようなところで、メリットデメリッ

トいろいろな部分が考えられるということもありまして、やるかやらないかだけではなくて、

どういうふうなものが可能なのかということも含めて、今検討に入っているところですので、

後日、機会を得て、皆さんに審議していただくということになろうかと思います。 

○宍戸健悦教育長 そのほかございませんか。 

（「なし」との声あり。） 

それでは、ないようでしたら次回の定例会の日程についてお願いします。 

○成澤和彦教育総務課長補佐 次回３月の定例会につきましては、３月１９日水曜日午後４

時から開催する予定です。 

場所につきましては、市役所４階庁議室で開催いたします。 

○宍戸健悦教育長 それでは、以上をもちまして本日の定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

午後 ５時２３分閉会 

教 育 長 宍戸 健悦 

署名委員 依田 晴美 

 

 


